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新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 

 

当社は、２０２２年４月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、本日スタン

ダード市場を選択する申請書を提出いたしました。当社は、移行基準日時点（２０２１年６月３０日）にお

いて、当該市場の上場維持基準を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分の上場維持基準の適

合に向けた計画書を作成しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間 

当社の移行基準日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとな

っており、流通株式数及び流通株式比率については基準を充たしておりません。当社はいずれの基準も

２０２４年３月期までに上場維持基準を充たすための各種取り組みを進めてまいります。 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

（単位） 

流通株式時価総額 

（億円） 

流通株式比率 

（％） 

当社の状況 

（移行基準日時点） 
４８０人 １，９４３単位 １２．７億円 ２２．４％ 

上場維持基準 ４００人 ２，０００単位 １０億円 ２５％ 

計画書に記載の項目  ○  ○ 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況をもとに算

出を行ったものです。 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取り組みの基本方針、課題及び取り組み内容 

（１）基本方針 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けて、必要な資本政策を適切に実施

していくとともにコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが株主をはじめとしたすべて

のステークホルダーの期待に応えることであると認識しております。 

これらの施策を継続的に実施していくことでスタンダード市場の上場維持基準の適合に向けた

取り組みを行ってまいります。 

 

 



（２）課題及び取り組み内容 

当社は、株式の流動性を高め、投資家の皆様に投資しやすい環境を整えていくことは重要な課題

であると認識しております。 

当社は、流通株式数及び流通株式比率が基準を充たしていない状況を踏まえ、法人株主等と株式

の流動性向上に関する対話を進めてまいります。また、より多くの投資家の皆様に当社株式への投

資を検討していただくことが重要であることから、パブリシティ活動を通して当社の提供する各種

ソリューションサービスを積極的に紹介するなどＩＲ活動の推進・強化による情報発信の充実を図

り、当社株式の認知度の向上を促進することで投資家層の拡大に努めるとともに、現行の株主構成

と株式の流動性のバランスを総合的に勘案しながら、その他流動性の向上に資する施策に取り組ん

でまいります。なお、これらの取り組みにつきましては、当社株式の流動性や株価への影響も考慮

し、２０２４年３月期までといたしました。 

 

以 上 

 


